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特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
令
案
要
綱

第
一

雨
水
が
浸
透
し
に
く
い
土
地

雨
水
が
浸
透
し
に
く
い
土
地
と
し
て
、
鉄
道
線
路
及
び
飛
行
場
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

河
川
管
理
者
が
整
備
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
法
令
の
規
定

一

河
川
管
理
者
が
整
備
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
を
河
川
管
理
施
設
と
み
な
し
て
適
用
す
る
法
令
の
規
定
と
し
て
、
公
営

企
業
金
融
公
庫
法
附
則
第
十
項
第
二
号
、
河
川
法
の
規
定
、
都
市
公
園
法
施
行
令
第
十
二
条
第
二
号
の
二
及
び
第
十
六
条

第
四
号
の
二
、
河
川
法
施
行
令
の
規
定
並
び
に
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
施
行
令
第
十
条
第
一
号
及
び
第
四
号
を

定
め
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

二

河
川
管
理
者
が
整
備
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域
を
河
川
区
域
と
み
な
し
て
適
用
す
る
法
令

の
規
定
と
し
て
、
不
動
産
登
記
法
第
八
十
一
条
第
四
項
、
第
八
十
一
条
ノ
八
第
二
項
及
び
第
九
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
、
自
衛
隊
法
第
百
十
五
条
の
十
七
第
一
項
、
河
川
法
の
規
定
、
自
転
車
道
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項

、
河
川
法
施
行
令
の
規
定
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
第
三
条
第
四
号
及
び
第
四
条
第
六
号
、
地
価
税
法
施
行
令
第
二
条

第
二
項
第
一
号
並
び
に
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
第
九
条
第
十
号
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）
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三

河
川
管
理
者
が
整
備
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
に
関
す
る
工
事
を
河
川
工
事
と
み
な
し
て
適
用
す
る
法
令
の
規
定
と
し

て
、
道
路
法
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
第
五
十
九
条
第
二
項
、
地
す
べ
り

等
防
止
法
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
、
河
川
法
の
規
定
、

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
、
独
立
行
政
法
人
都

市
再
生
機
構
法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
、
国
土
調
査
法
施
行
令
第
五
条
第
四
号
、
道
路
法
施
行
令
第
一
条
第
一
項
第
一

号
、
河
川
法
施
行
令
の
規
定
、
電
気
事
業
法
施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
七
号
、
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
施
行
令
附
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
第
四
号
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

第
三

河
川
管
理
者
が
管
理
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
区
域

河
川
管
理
者
が
管
理
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
区
域
を
、
当
該
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
に
係
る
地
下
若
し
く
は
空
間
に
つ

い
て
一
定
の
範
囲
を
定
め
た
立
体
的
区
域
又
は
当
該
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

排
水
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
基
準
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公
共
下
水
道
管
理
者
が
条
例
で
定
め
る
排
水
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
の
政
令
で
定
め
る
基
準
を
、
下
水
道
法
施

行
令
の
技
術
上
の
基
準
に
相
当
す
る
基
準
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
し
、
又
は
地
下
に
浸
透

さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
排
水
設
備
の
設
置
及
び
構
造
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
し
て
一
定
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
五

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
許
可
等

一

許
可
を
要
す
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
規
模

許
可
を
要
す
る
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
と
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
を
、
当
該
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
面
積
が
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
（
指
定
都
市

、
中
核
市
若
し
く
は
特
例
市
（
以
下
「
指
定
都
市
等
」
と
い
う
。
）
又
は
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の

権
限
に
属
す
る
一
定
の
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
市
町
村
（
以
下
「
事
務
処
理
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内

に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
又
は
当
該
事
務
処
理
市
町
村
。
以
下
四
及
び
第
六
の
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
条
例

で
、
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
範
囲
内
で
、
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
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（
第
五
条
関
係
）

二

通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
許
可
の
適
用
除
外
と
な
る
行
為
を
、
主
と
し
て
農
地
又
は
林
地
を
保
全
す
る
目
的
で
行
う
行
為

、
既
に
舗
装
さ
れ
て
い
る
土
地
に
お
い
て
行
う
行
為
及
び
仮
設
の
建
築
物
等
の
建
築
そ
の
他
の
土
地
を
一
時
的
な
利
用
に

供
す
る
目
的
で
行
う
行
為
（
当
該
利
用
に
供
さ
れ
た
後
に
当
該
行
為
前
の
土
地
利
用
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
な
場
合
に

限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

三

土
地
か
ら
の
流
出
雨
水
量
を
増
加
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

土
地
か
ら
の
流
出
雨
水
量
を
増
加
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
と
し
て
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
、
ゴ

ル
フ
場
、
運
動
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
雨
水
を
排
除
す
る
た
め
の
排
水
施
設
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
を
新

設
し
、
又
は
増
設
す
る
行
為
及
び
ロ
ー
ラ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
設
機
械
を
用
い
て
土
地
を
締
め
固
め
る
行
為
と
す

る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

四

対
策
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
の
技
術
的
基
準

１

対
策
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
の
技
術
的
基
準
を
、
基
準
降
雨
（
一
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
条
例
が
定
め
ら
れ
た
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場
合
に
当
該
条
例
で
基
準
降
雨
の
強
度
を
超
え
な
い
降
雨
を
定
め
た
と
き
、
又
は
五
の
１
の
規
定
に
よ
り
基
準
降
雨
の

強
度
を
超
え
る
降
雨
を
定
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
降
雨
）
の
強
度
の
降
雨
が
生
じ
た
場
合
に
、
流
出
雨
水
量
の

最
大
値
が
当
該
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
よ
っ
て
増
加
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る

こ
と
。

（
第
八
条
第
一
項
関
係
）

２

１
の
基
準
降
雨
は
、
都
道
府
県
の
長
が
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
い
て
十
年
に
つ
き

一
回
の
割
合
で
発
生
す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
降
雨
と
し
て
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

五

技
術
的
基
準
の
強
化
に
関
す
る
条
例
の
基
準

１

技
術
的
基
準
の
強
化
に
関
す
る
条
例
の
基
準
を
、
流
域
水
害
対
策
計
画
を
定
め
た
地
方
公
共
団
体
が
、
四
の
１
の
基

準
降
雨
の
強
度
を
超
え
る
降
雨
（
２
に
お
い
て
「
強
化
降
雨
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る

こ
と
。

（
第
九
条
第
一
号
関
係
）

２

強
化
降
雨
は
、
流
域
水
害
対
策
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
都
市
洪
水
又
は
都
市
浸
水
の
発
生
を
防
ぐ
べ
き
目
標
と

な
る
降
雨
の
い
ず
れ
か
の
強
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特
定
都
市
河
川
流
域
に
お
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け
る
浸
水
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
九
条
第
二
号
関
係
）

六

収
用
委
員
会
の
裁
決
の
申
請
手
続

工
事
完
了
の
検
査
等
の
た
め
の
土
地
の
立
入
り
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
せ
ず
、
支
払

わ
れ
た
金
額
に
不
服
の
あ
る
当
該
損
失
を
受
け
た
者
が
収
用
委
員
会
に
裁
決
を
申
請
す
る
場
合
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

七

通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
許
可
の
適
用
除
外
と
な
る
行
為
を
、
雨
水
貯
留
浸
透

施
設
の
維
持
管
理
の
た
め
に
行
う
行
為
及
び
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
を
一
時
的
な
利
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
行
為
（
利

用
後
に
当
該
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
機
能
が
当
該
行
為
前
の
状
態
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
な
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

八

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
機
能
阻
害
行
為

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
と
し
て
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に

お
い
て
物
件
を
移
動
の
容
易
で
な
い
程
度
に
堆
積
し
、
又
は
設
置
す
る
行
為
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
を
損
傷
す
る
行
為
及

た
い
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び
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
雨
水
の
流
入
口
又
は
流
出
口
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
。（

第
十
二
条
関
係
）

第
六

保
全
調
整
池

一

保
全
調
整
池
と
し
て
指
定
す
る
防
災
調
整
池
の
規
模

保
全
調
整
池
と
し
て
指
定
す
る
防
災
調
整
池
の
規
模
と
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
を
、
雨
水
を
貯
留
す
る
容
量
が
百
立

方
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
は
、
条
例
で

、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
、
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

二

通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為

保
全
調
整
池
に
お
け
る
行
為
の
届
出
の
適
用
除
外
と
な
る
行
為
を
、
保
全
調
整
池
の
維
持
管
理
の
た
め
に
行
う
行
為
及

び
保
全
調
整
池
等
を
一
時
的
な
利
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
行
為
（
利
用
後
に
当
該
保
全
調
整
池
の
機
能
が
当
該
行
為
前

の
状
態
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
な
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

三

保
全
調
整
池
の
機
能
阻
害
行
為

保
全
調
整
池
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
と
し
て
、
保
全
調
整
池
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
お
い
て
物
件
を



- 8 -

移
動
の
容
易
で
な
い
程
度
に
堆
積
し
、
又
は
設
置
す
る
行
為
、
保
全
調
整
池
を
損
傷
す
る
行
為
及
び
保
全
調
整
池
の
雨
水

た
い

の
流
入
口
又
は
流
出
口
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

第
七

収
用
委
員
会
の
裁
決
の
申
請
手
続

測
量
又
は
調
査
の
た
め
の
土
地
の
立
入
り
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
せ
ず
、
支
払
わ
れ
た

金
額
に
不
服
の
あ
る
当
該
損
失
を
受
け
た
者
が
収
用
委
員
会
に
裁
決
を
申
請
す
る
場
合
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

第
八

関
係
政
令
の
改
正

一

公
共
下
水
道
管
理
者
が
条
例
で
定
め
る
排
水
設
備
に
適
用
す
べ
き
排
水
及
び
雨
水
の
一
時
的
な
貯
留
又
は
地
下
へ
の
浸

透
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
、
建
築
基
準
関
係
規
定
に
追
加
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

二

日
本
道
路
公
団
等
が
行
う
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
と
の
協
議
が
成
立
す
る
こ
と
を
も
っ
て

当
該
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
等
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
関
係
）

三

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
広
告
の
開
始
時
期
及
び
契
約
締
結
等
の
時
期
の
制
限
と
し
て
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
許
可
等
の



- 9 -

後
で
あ
る
こ
と
を
追
加
し
、
説
明
を
要
す
る
制
限
事
項
と
し
て
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
等
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
八
条
関
係
）

四

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
の
広
告
の
開
始
及
び
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
実
施
の
時
期
の
制
限
と
し
て
、
雨
水
浸
透
阻

害
行
為
の
許
可
等
の
後
で
あ
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

第
九

そ
の
他

一

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


